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議案第30号 

 

幕別町簡易水道設置条例の一部を改正する条例 

 

幕別町簡易水道設置条例（昭和44年条例第23号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１号中「、字弘和の全域及び字五位」を「及び字弘和の全域並びに字五

位及び字美川」に、「430人」を「305人」に、「505立方メートル」を「307立方メー

トル」に改め、同条第３号中「及び字南勢、」を「並びに字南勢及び」に改め、同条

第４号中「、字美川」を削り、「、字糠内の全域及び」を「及び字糠内の全域並びに」

に改め、「字南勢」の次に「及び字美川」を加え、「940人」を「653人」に改め、同

条第５号中「、忠類古里の全域及び」を「及び忠類古里の全域並びに」に、「、忠類

元忠類」を「及び忠類元忠類」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  


